
報
告
事
項

A
明
神
地
区
自
治
会
の
取

り
組
み(

面
詳
報)

2

B
大
宝
採
石
の
土
捨
て
場

拡
張
へ
の
同
意
に
つ
い
て

(

別
掲
詳
報)

③
そ
の
他

町
役
場
懸
垂
幕
の
撤
去

事
情

議
事

A
愛
媛
県
知
事
宛
反
対
署

名
の
提
出
に
つ
い
て

現
在
の
署
名
者
数
は
、

こ
の
運
動
初
期
の
「
不
同

意
書
」
署
名
を
超
え
て
は

い
る
が
、
ま
だ
上
積
み
を

し
た
い
。
こ
と
に
久
万
高

原
町
住
民
の
署
名
を
増
や

し
た
い
。
こ
の
秋
に
知
事

選
が
予
定
さ
れ
て
い
る
の

で
、
提
出
時
期
と
方
法
は

三
役
に
一
任
す
る
。

B
ゴ
ミ
弁
連
総
会
・
集
会

記
録
の
録
画
視
聴
に
つ
い

て
希
望
に
よ
り
適
宜
実
施

す
る
。

C
そ
の
他

条
例
制
定
に
つ
い
て

推
進
を
図
る
。

(

面
に
関
連
記
事)

2

(1) グリーン久万郷・クリーン仁淀川 8号 2014.7.31

グリーン久万鄕
クリーン仁淀川
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Mail info@stop-kumakogensanpai.info

作らせたら終わり、阻止のための協同こそ
住民の反対署名を増やし水を守る条例を

久
万
高
原
産
廃
処
分
場
を
止
め
る
会
の
理
事
会

は
、
去
る

月

日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で

7

25

出
さ
れ
た
報
告
事
項
、
議
事
内
容
を
中
心
に
、
大
ま

か
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

大
宝
砕
石
土
捨
て
場
拡
張
問
題

面
河
漁
協
西
山
公
彦
組
合
長
談
話

今
年

月

日
付
け
で
大
宝
砕
石
小
倉
澄
夫
社
長
、
行
政
書
士
門
田
良
公
氏
連
名
の
「
岩

6

3

石
採
取
認
可
更
新
及
び
林
地
開
発
許
可
に
関
す
る
同
意
願
い
」
が
届
い
た
。
内
容
は
、
A

一
昨
年
の
採
石
業
認
可
更
新
の
際
、
貴
組
合
の
同
意
書
が
添
付
で
き
な
か
っ
た
が
、
県
か

ら
、
当
該
認
可
の
条
件
と
し
て｢

引
き
続
き
面
河
川
漁
協
の
同
意
を
得
る
よ
う
努
力
す
る

こ
と｣

の
指
導
が
あ
っ
た
こ
と
、
B
区
域
追
加
上
、
林
地
開
発
の
変
更
許
可
が
必
要
に
な

っ
た
が
、
同
様
に
同
意
取
得
に
努
め
る
よ
う
指
導
が
あ
っ
た
の
で
、
同
意
願
い
た
い
と
い

う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
西
山
組
合
長
は
、

A
同
意
書
は
出
さ
な
い
。(

月

日
の
総
代
会

6

17

で
決
定
さ
れ
て
い
る)

B
前

回
だ
ま
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
出
し
た｢

同
意
書｣

の
返
却

2

が
最
優
先
す
る
。

③

｢

同
意
願
い｣

が

通
に
な
っ
て
い
る
が
、
主
業
の
砕
石
業
と
副

1

業
の
土
捨
て
場
業
は
本
来
別
の
も
の
で
あ
る
は
ず
で
、
別
々
の

通
の｢

同
意
願
い｣

が
あ

2

っ
て
し
か
る
べ
き
だ
。
副
業
の
方
は
、
ど
ん
な
も
の
を
持
っ
て
こ
ら
れ
る
か
分
か
ら
ん
。

面
河
川
の
汚
染
が
気
に
な
る
。山

之
内
敏
秋
横
通
自
治
会
長
談
話

月

日
ご
ろ
小
倉
澄
夫
社
長
か
ら
電
話
が
あ
る
。
土
捨
て
場
を
拡
張
し
た
い
。
敷
地

6

5

内
に
限
定
し
て
、
今
あ
る
も
の
を

・

㌶
に
、

万
㎥

を

万
㎥
に
し
た
い
。
今
年

2

9

30

70

度
中
に
着
工
し
た
い
。
所
属
自
治
会
員
宅
を
巡
り
伝
え
る
。
そ
の
動
き
を
聞
い
て
い
た
人

は
い
な
か
っ
た
。
話
が
あ
っ
た
ら
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
考
え
て
お
い
て
く
だ
さ
い
と
伝

え
る
。
地
権
者
が
大
宝
砕
石
か
大
野
開
発
か
は
不
明
。
大
宝
砕
石
に
は
、
提
出
書
類
を
見

せ
て
く
だ
さ
い
。
検
討
で
き
る
時
間
的
余
裕
を
持
っ
て
と
要
望
し
て
お
い
た
。

役
場
前
懸
垂
幕
へ
の
公
開
質
問
状
へ
の
回
答

こ
れ
は
鷲
野
宏
さ
ん
が
一
住
民
と
し
て
、

月

日
に
提
出
し
た
質
問
状
に
対
す
る
町

7

28

長
か
ら
の
回
答
で
す
。
誠
実
な
対
応
が
読
み
取
れ
ま
す
。
質
問
状
も
こ
の
回
答
も
上
記

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。
ご
覧
く
だ
さ
い
。



水
の
位
置
づ
け

本
法
律
は
、
健
全
な
水

循
環
の
維
持
・
回
復
の
た

め
の
政
策
を
包
括
的
に
推

進
す
る
こ
と
等
を
目
的
と

す
る
も
の
で
、
同
法
の
成

立
に
よ
り
、
地
下
水
を
含

む
水
が
「
国
民
共
有
の
貴

重
な
財
産
で
あ
り
、
公
共

性
の
高
い
も
の
」
と
初
め

て
法
的
に
位
置
付
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。

具
体
策

具
体
的
に
は
、
内
閣
へ

の
「
水
循
環
政
策
本
部
」

の
設
置
（
本
部
長
＝
首
相
）

や
、
政
府
に
よ
る

年
ご

5

と
の
「
水
循
環
基
本
計
画
」

の
策
定
等
が
義
務
付
け
ら

れ
た
ほ
か
、
毎
年

月
8

1

日
を
新
た
に
「
水
の
日
」

と
し
、
健
全
な
水
循
環
の

重
要
性
に
つ
い
て
国
民
の

理
解
と
関
心
を
深
め
る
こ

と
も
定
め
ら
れ
た
。

経
過
と
意
義

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な

い
が
、
我
が
国
に
は
こ
れ

ま
で
地
下
水
を
含
む
水
政

策
に
つ
い
て
、
土
台
と
な

る
理
念
や
方
向
性
を
定
め

る
法
律
は
存
在
し
な
か
っ

た
。
河
川
全
般
は
国
土
交

通
省
、
工
業
用
水
は
経
済

産
業
省
、
農
業
用
水
は
農

林
水
産
省
と
所
管
は
分
化

さ
れ
、
水
循
環
の
統
合
的

な
管
理
や
、
流
域
単
位
・

地
域
主
導
の
水
資
源
保
全

を
行
う
た
め
の
体
制
や
計

画
も
十
分
な
状
況
に
あ
る

と
は
い
い
が
た
い
も
の
で

あ
っ
た
。(

中
略)

新
課
題
へ
の
対
応

法
案
成
立
に
至
る
こ
の

年
の
間
に
、
北
海
道
は

4じ
め
各
地
で
水
源
地
域
に

該
当
す
る
土
地
（
森
林
）

の
国
際
的
な
売
買
の
動
き

や
土
地
所
有
者
の
不
明
化

問
題
等
が
顕
在
化
し
て
き

た
こ
と
で
、
水
循
環
基
本

法
成
立
へ
の
期
待
は
さ
ら

に
高
ま
っ
た
。
危
機
感
を

も
つ
自
治
体
で
は
、
国
に

先
行
し
て
独
自
に
「
水
源

地
域
保
全
条
例
」
（
都
道

府
県
レ
ベ
ル
）
や
「
地
下

水
保
全
条
例
」
（
市
町
村

レ
ベ
ル
）
を
制
定
す
る
動

き
も
進
ん
で
い
っ
た
。

地
域
へ
の
後
押
し

基
本
法
に
基
づ
く
具
体

的
な
施
策
が
成
果
を
見
せ

る
ま
で
に
は
時
間
を
要
す

る
と
は
い
え
、
今
回
、
地

下
水
を
含
む
水
政
策
の
法

的
根
拠
が
で
き
た
こ
と

は
、
こ
れ
ま
で
法
律
の
な

い
中
で
規
制
の
あ
り
方
を

模
索
し
て
き
た
自
治
体
に

と
っ
て
大
き
な
後
押
し
と

な
ろ
う
。
各
地
域
の
特
性

に
応
じ
た
水
資
源
保
全
の

取
り
組
み
が
さ
ら
に
活
発

に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
。

土
地
所
有
者
の
責

務
を
欠
く

そ
の
一
方
で
、
水
循
環

基
本
法
に
土
地
所
有
者
の

責
務
に
つ
い
て
の
規
定
が

盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
こ

と
は
、
水
政
策
議
論
に
お

け
る
今
後
の
大
き
な
課
題

だ
ろ
う
。

国
土
の
構
成
要
素
た
る

土
地
と
水
は
、
極
め
て
密

接
な
か
か
わ
り
を
も
つ
。

民
法
は
「
土
地
の
所
有
権

は
、
法
令
の
制
限
内
に
お

い
て
、
そ
の
土
地
の
上
下

に
及
ぶ
。
」（
第

条
）
と

207

定
め
て
お
り
、
地
下
水
は

土
地
所
有
者
に
帰
属
す

る
。
そ
の
た
め
、
水
循
環

の
適
切
な
管
理
の
た
め
に

は
、
森
林
を
は
じ
め
と
す

る
土
地
の
所
有
者
に
つ
い

て
も
、
そ
の
責
務
を
明
確

に
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と

言
え
る
。

自
治
体
に
は
土
地

所
有
者
の
責
務
を

規
定
し
た
例
も

各
地
で
制
定
さ
れ
た
水

源
地
域
保
全
条
例
（
水
資

源
保
全
条
例
）
は
、
水
源

地
域
の
土
地
売
買
に
お
け

る
事
前
届
出
等
を
義
務
付

け
る
も
の
で
、

年

月

12

3

か
ら

年
間
で
全
国

道

2

15

県
で
成
立
し
て
い
る
が

（
さ
ら
に

県
が
検
討

3

中
）
、
そ
の
す
べ
て
が
条

文
の
中
で
、
①
「
自
治
体
」
、

B
「
事
業
者
」
、
C
「
県

民
（
道
民
）
」
の
責
務
に

加
え
、
D
「
土
地
所
有
者

等
」
の
責
務
を
規
定
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
県
民
か

否
か
を
問
わ
ず
、
県
内
に

土
地
を
所
有
す
る
個
人

（
県
外
・
海
外
居
住
の
不

在
地
主
や
外
国
人
含
む
）

で
あ
れ
ば
誰
で
も
等
し
く

土
地
所
有
者
と
し
て
の
責

務
を
負
う
こ
と
を
規
定
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
中
に

は
以
下
の
よ
う
に
、
明
確

で
具
体
的
な
規
定
も
あ

る
。

長
野
県
条
例

土
地
所
有
者
等
（
土
地

の
所
有
者
、
管
理
者
又
は

占
有
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
は
、
基
本
原
則
に

の
っ
と
り
、
水
資
源
の
保

全
の
た
め
の
適
正
な
土
地

利
用
に
配
慮
す
る
と
と
も

に
、
水
資
源
の
保
全
に
支

障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ

る
行
為
を
し
な
い
よ
う
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
（
長
野
県
「
豊
か
な

水
資
源
の
保
全
に
関
す
る

条
例
」
第

条
）

4

石
川
県
条
例

土
地
所
有
者
等
は
、
当

該
土
地
所
有
権
等
に
係
る

森
林
の
適
正
な
管
理
経
営

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
当

該
森
林
の
有
す
る
水
源
涵

養
機
能
の
維
持
増
進
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
石
川
県
「
水
資
源
の
供

給
源
と
し
て
の
森
林
の
保

全
に
関
す
る
条
例
」

第

条
）

5

山
梨
県
条
例

土
地
所
有
者
等
は
、
基

本
理
念
に
の
っ
と
り
、
森

林
の
適
正
な
整
備
に
努
め

る
と
と
も
に
、
県
が
実
施

す
る
水
源
地
域
の
保
全
に

関
す
る
施
策
に
協
力
す
る

よ
う
努
め
る
も
の
と
す

る
。
（
山
梨
県
「
地
下
水

及
び
水
源
地
域
の
保
全
に

関
す
る
条
例
」
第

条
の

6

項
）

2こ
れ
か
ら
の
課
題

水
循
環
基
本
法
の
成
立

を
受
け
、
今
後
、
政
府
は

年
ご
と
の
「
水
循
環
基

5本
計
画
」
を
定
め
て
い
く

こ
と
に
な
る
。
と
く
に
、

地
下
水
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
地
盤
沈
下
防
止
を

主
目
的
と
し
た
工
業
用
水

法
や
ビ
ル
用
水
法
と
い
っ

た
限
定
的
な
エ
リ
ア
の
規

制
し
か
存
在
せ
ず
、
今
後
、

国
と
し
て
具
体
的
に
ど
の

よ
う
な
施
策
を
講
じ
て
い

く
の
か
、
実
効
性
あ
る
計

画
の
策
定
が
行
わ
れ
る
こ

と
が
望
ま
れ
る
。(

後
略)

(2) グリーン久万郷・クリーン仁淀川 8号 2014.7.31

去
る

月

日
衆
院
本
会
議
で
全
会
一
致
に
よ
り
、

3

27

可
決
成
立
し
た

「
水
循
環
基
本
法
」
の
解
説
を
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
見
つ
け
ま
し
た
の
で
、
紹
介
し
ま
す
。

東
京
財
団
研
究
員
兼
政
策
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
吉
原

祥
子
さ
ん
の
原
稿
で
す
が
か
な
り
省
略
し
て
い
ま
す
。

7月1日施行・8月1日水の日
初の「水循環基本法」期待

明神はこんな取り組みを
しています
明神地区自治会長会の確認事項
明神地区に想定外の問題や課題が生じた時

には、明神の自治会長会を開き、その問題(又

は課題)について協議･検討する。

協議･検討した課題は、各地域の自治会へ持

ち帰り、地域自治会員の意見･願い等を聴き、

地域としての意見にまとめる。

各自治会からの意見等を明神自治会長会

へ持ち寄り、意見交換し、明神自治会長会

が取り組むべき方向を決める。

決定した取り組み方を各自治会へ持ち帰り、

自治会員各位に報告し、了解を得る。

各自治会は、問題解決のために力を合わせ

て実践する。

各自治会長は、まとめの役割を果たすもの

とする。

年度が変わり、新しく自治会長に選ばれた

人は、前年度に続いて、役割を果たすもの

とする。

H24.10.23承認 H26.6.21確認

現自治会長会会長 大野健二氏

｢

愛
媛
新
聞｣

・

・

こ
う
な
ら
な
い
保
証
な
い

14

07

08


